
1

「にいがた住まいの基本計画」に基づく主な施策・事業等一覧（平成 23 年度実施状況，平成 24 年度実施予定） 

※ 「にいがた住まいの基本計画」に記載されている主な施策のうち，現在取り組んでいる施策・事業等について記載しています。 

※ 所管課等については順不同です。なお，所管課等の欄については，平成 24年度の所管課等の名称を記載しています。 

基本目標（1）多様な暮らし方を支援する住まいづくり 

基本方針① 自ら考え誰もが住みたい，住まいづくり

1）多様な住まいや住まい方の普及に向けた支援 

○コレクティブ・ハウジングや，スケルトン・インフィル住宅，町家の活用等，生活の多様なスタイルや段階に対応できる住まい方についての，検討・

啓発 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

町家の活用等 地域の歴史を感じることができ

る町家等への住み替えや利活用

について検討を進めるととも

に，関連事業の推進による啓発

を進めます。 

旧齋藤家別邸整備活用 

：建物整備工事（耐震化や

屋根の軽量化など）や庭

園補修工事等を実施。 

旧齋藤家別邸整備活用 

：建物整備工事（耐震化や

屋根の軽量化など）や庭

園補修工事等を実施し

ました。 

旧齋藤家別邸整備活用 

：6 月より指定管理者によ

る公開を開始します。 

歴史文化課

湊まち新潟賑わい拠点整

備事業 

引き続き，活用方法の検討

などを行ないます。 

湊まち新潟賑わい拠点整

備事業は，活用を予定して

いた町家の部材を民間団

体が活用することとなっ

たため，事業を休止しまし

た。 

－ 都市計画課

住まいの情報コー

ナー・ホームペー

ジ 

多様な住まいや住まい方の普及

に向けた支援として，多種多様

な住まいに関する情報を総合的

に集めた「住まいの情報コーナ

ー」とホームページを設置しま

す。 

多様な住まいや住まい方

に関する情報を収集し，適

宜提供します。 

多様な住まいや住まい方

に関する情報を収集しま

した。 

多様な住まいや住まい方

に関する情報を収集し，適

宜提供します。 

住環境政策

課 

基本目標（1）多様な暮らし方を支援する住まいづくり

資料１ 
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○まちなか（都心）居住のニーズを満たす共同住宅等の供給促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちなか再生建築

物等整備事業によ

る供給促進 

まちなか再生建築物等整備事業

の活用を促進し，密集した木造

老朽家屋の共同建替えや商店街

の共同建替え等を促進すること

により，魅力的な住環境の創出

を図ります。 

古町通 5番町地区 

：本体工事に着手しま

す。 

万代 2丁目地区 

：合意形成ができしだい

調査設計計画業務に

着手します。 

古町通 5番町地区 

：事業計画の見直しを行っ

ています。 

万代 2丁目地区 

：合意形成を目指し協議を

重ねています。 

古町通 5番町地区 

：本体工事に着手してお

り、今年度末に竣工予定で

す。 

万代 2丁目地区 

：合意形成ができしだい調

査設計計画業務に着手

します。 

市街地整備

課 

随時，相談を受け付けま

す。 

随時，相談を受け付けまし

た。 

随時，相談を受け付けま

す。 

新潟駅周辺

整備事務所

市街地再開発事業

による供給促進 

市街地再開発事業の活用を促進

し，密集した木造老朽家屋の共

同建替えや商店街の共同建替え

等を促進することにより，魅力

的な住環境の創出を図ります。 

随時，相談を受け付けま

す。 

古町通７番町 D地区 

：再開発推進協議会が発足

し、協議を重ねています。 

古町通７番町 D地区 

：再開発準備組合が発足

し、事業計画の検討を行っ

ています。 

市街地整備

課 

随時，相談を受け付けま

す。 

随時，相談を受け付けまし

た。 

随時，相談を受け付けま

す。 

新潟駅周辺

整備事務所

まちなか環境形成

促進助成による供

給促進 

ユニバーサルデザインに配慮
し，周辺の環境や景観と調和し
た共同住宅等の建築物や公開空
地等の整備を行う民間事業を支
援することによって，まちなか
環境の向上とまちなかのリニュ
ーアルを促進し，歩いて楽しい
賑わいのあるまちなかを実現し
ます。 

随時，相談を受け付けま

す。 

相談件数 0 件 随時相談を受け付けます。 市街地整備

課 
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちなか居住促進

活動助成による供

給促進 

中心市街地内において良好な都

市環境の創出を伴う良質な共同

住宅建設などの事業計画に対

し，基本構想等を作成する費用

の助成を行います。 

随時，相談を受け付けま

す。 

助成制度の周知啓発に努

めます。 

費用助成の実績はありま

せん。 

随時，相談を受け付けま

す。 

助成制度の周知啓発に努

めます。 

住環境政策

課 

2）住宅情報の提供と住意識の啓発 

○関連調査情報の発信や，すまいづくり教室等の住宅に関連する講習会・講演会の開催による，住意識の啓発と住情報の提供 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

すまいづくり教室 戸建住宅の新築，改築，リフォ

ーム等を考えている市民や，講

座の内容に興味のある市民を対

象に，住まいに関する基本的・

実践的な情報から，一戸の住ま

いづくりが，まちづくりにつな

がるといった意識啓発まで，

様々な住情報の提供を行いま

す。 

6 回の講座を 1 会期開催し

ます。うち 1回は現場見学

会を実施する予定です。 

平日夜教室を 5 回（会場：

クロスパルにいがた,万代

市民会館）及び，日曜午後

に住宅見学会を開催しまし

た。平成 22 年度に作成した

すまいのガイドブック「す

まいづくりその前に」を活

用し，すまいづくり教室での

資料として活用しました。

参加：44家族（53人） 

従来新築を考えている市

民向けのテーマが大半で

ありましたが，日頃のメン

テナンスやリフォームと

いった「住宅を長く使用す

ること」への関心の高まり

を考慮し，新築向け・リフ

ォーム向の2テーマで開催

を実施する予定です。 

住環境政策

課 

すまいづくり学校 安全安心で快適なすまいづくり

に資することを目的として，住

宅の新築やリフォームなどを考

えている方に，すまいづくりの

基礎知識（建築工学基礎）や有

益情報（各種支援事業）を提供

します。 

H22 年度に延期した見附市

での開催を予定していま

す。 

見附市において開催し、参

加者に対して住まいの新

築やリフォームに際して

の基礎知識や各種支援制

度について情報提供を行

いました。 

県内１箇所で実施予定 新潟県都市

政策課 
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○住宅相談の実施等，適切な住まいづくりを進めるための情報支援 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

建築住宅相談 新築・増築・改築・リフォーム

のアドバイス，公的融資制度，

耐震改修工事等補助制度などに

ついて相談業務を行います。 

常時の窓口・電話での相

談，毎月 2回の定例住宅建

築相談会，各区公民館等で

の出張住宅建築相談会を

実施します。 

耐震診断・耐震改修に係る

アドバイス・相談を行いま

す。 

・常設窓口及び電話での 

相談件数：163 件

・毎月 2回の定例住宅建築

相談会での 

相談件数：69件 

・出張住宅相談会での 

相談件数： 8件 

常時の窓口・電話での相

談，毎月 2回の定例住宅建

築相談会を実施します。 

耐震診断・耐震改修に係る

アドバイス・相談を行いま

す。 

建築行政課
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3）良質な持ち家の供給を誘導 

○新潟市勤労者等住宅建設資金貸付制度，住宅性能保証制度等，関連制度の活用促進による良質な持ち家供給の誘導

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

(平成19年度まで)

住宅性能保証制度

業務 

(平成20年度より)

住宅瑕疵担保責任

保険業務 

平成 12 年 4 月に施行された「住

宅の品質確保の促進等に関する

法律」により，全ての新築住宅

の構造耐力上主要な部分及び雨

水の浸入を防止する部分につい

て，住宅供給者は 10年間の瑕疵

担保の責任を負うこととなりま

した。また，平成 19年 5月に公

布された「特定住宅瑕疵担保責

任の履行に関する法律（「住宅瑕

疵担保履行法」）」により，10 年

間の瑕疵担保責任に「保険の加

入」または，「保証金の供託」に

よる資力確保が義務づけられま

した。（平成 21年 10月 1日施行）

「住宅性能保証制度」は，平成

20 年 7 月から住宅瑕疵担保履行

法に基づく保険制度へ移行しま

した。 

住宅瑕疵担保履行法に基

づく住宅瑕疵担保責任保

険への加入を促進し、保険

契約戸数の増加に努める。

住宅瑕疵担保履行法に基

づく住宅瑕疵担保責任保

険への加入を促進し、保険

契約戸数の増加に努めま

した。 

住宅瑕疵担保履行法に基

づく住宅瑕疵担保責任保

険への加入を促進し、保険

契約戸数の増加に努めま

す。 

㈶新潟県建

築住宅セン

ター 

平成 23 年 6 月より、複数

の法人の保険業務を始め

ており、住宅瑕疵担保履行

法に基づく住宅瑕疵担保

責任保険への加入促進に

努めます。 

住宅瑕疵担保履行法に基

づく住宅瑕疵担保責任保

険申し込み取次ぎ及び、現

場検査を実施しました。 

住宅瑕疵担保履行法に基

づく住宅瑕疵担保責任保

険への加入促進に努めま

す。 

㈱新潟建築

確認検査機

構 

住まいの情報コー

ナー・ホームペー

ジ 

新潟市勤労者等住宅建設資金貸

付制度，住宅性能保証制度等，

関連制度関する情報を総合的に

集めた「住まいの情報コーナー」

とホームページを設置し，関連

制度の活用による良質な持ち家

供給の誘導を図ります。 

住宅性能保証制度,住宅性

能表示制度等，良質な持ち

家の供給を誘導する関連

制度について適宜情報提

供します。 

住宅性能保証制度,住宅性

能表示制度等，良質な持ち

家の供給を誘導する関連

制度について情報提供し

ました。 

住宅性能保証制度,住宅性

能表示制度等，良質な持ち

家の供給を誘導する関連

制度について適宜情報提

供します。 

住環境政策

課 
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○良質で低廉な住宅の新たな供給手法の検討 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

住まいの情報コー

ナー・ホームペー

ジ 

良質で低廉な住宅の新たな供給

手法の検討に向け，関連する情

報を収集し「住まいの情報コー

ナー」と住まいのホームページ

へ掲載します。 

住宅性能表示制度の普及

促進に向けた情報提供等

を実施します。また，長期

にわたり良好な状態で使

用することができる住宅

の普及の促進に向けた関

連法令等について情報収

集等を行います。 

情報提供及び情報収集等

を行いました。 

住宅性能表示制度の普及

促進に向けた情報提供等

を実施します。また，長期

にわたり良好な状態で使

用することができる住宅

の普及の促進に向けた関

連法令等について情報収

集等を行います。 

住環境政策

課 

4）良質な民間借家の供給を誘導 

○高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業の活用等による，高齢者世帯向けの優良な賃貸住宅等の供給促進

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

高齢者向け優良賃

貸住宅供給促進事

業 

本格的な高齢社会がすすむなか

で，高齢者が低廉な家賃で安全

で安心して暮らせる，優良な賃

貸住宅の供給促進をめざして，

民間の土地所有者等が整備した

賃貸住宅について，入居者の家

賃の一部を補助する事業です｡ 

既設の高齢者向け優良賃

貸住宅の家賃減額補助を

実施していきます。 

既設の 2 住宅 47 戸につい

て，家賃減額補助を実施し

ました。 

既設の高齢者向け優良賃

貸住宅の家賃減額補助を

実施していきます。 

住環境政策

課 
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基本方針② 活力ある住宅流通による住まいづくり

1）住宅流通の適正化 

○住宅を選択する消費者に向けた，各種情報の提供等の支援 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

住まいの情報コー

ナー・ホームペー

ジ 

住宅を選択する市民に各種情報

の提供を行う「住まいの情報コ

ーナー」とホームページを設置

し，住宅の流通を活性化する制

度の啓発や，住宅流通の適正化

を促進します。 

融資制度，保証制度，補助

制度等住宅を選択する消

費者に向けた情報を収集

し，提供していきます。ま

た，住宅瑕疵担保履行法の

周知啓発，住宅性能表示制

度の普及促進に向けた情

報提供を行います。 

情報提供及び情報収集等

を行いました。 

融資制度，保証制度，補助

制度等住宅を選択する消

費者に向けた情報を収集

し，提供していきます。ま

た，住宅瑕疵担保履行法の

周知啓発，住宅性能表示制

度の普及促進に向けた情

報提供を行います。 

住環境政策

課 
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

住宅関連業務 住宅についての知識の啓発，住

情報の提供，弁護士による建

築・住宅相談，展示広報活動等

を実施します。

・当センターのホームペー

ジや住宅フェアーなど

を通じ、住宅についての

知識の啓発，住情報の提

供に努めます。 

・地域と地域住民のために

質が高く長生きする住

まいを提供することを

目的に、意欲ある地場工

務店・大工の知識等向上

のため、マーケティング

や情報、諸制度への対応

など、地場工務店・大工

が苦手とする部分を支

援するシステムである

「にいがた意欲ある住

まいづくりの会」を設立

し、意欲ある地場工務

店・大工、地域の建築士

事務所へ各種情報提供

や各種支援を実施しま

す。 

・地方公共団体並びに（社）

新潟県建築士事務所協

会等（以下、相談機関と

いう。）が受付した建

築・住宅相談の内、相談

機関が弁護士相談を必

要と判断した案件で、相

談機関から紹介があっ

たものについて、弁護士

と１級建築士が同席し

て建築･住宅相談を実施

します。

・当センターのホームペー

ジや住宅フェアー（３回）

などを通じ、住宅について

の知識の啓発，住情報の提

供に努めました。 

・「にいがた意欲ある住まい

づくりの会」を４月１日に

設立した。意欲ある地場工

務店・大工、地域の建築士

事務所 79 社へ各種情報提

供や各種支援を実施しまし

た。 

・地方公共団体並びに（社）

新潟県建築士事務所協会等

（以下、相談機関という。）

が受付した建築・住宅相談

の内、相談機関が弁護士相

談を必要と判断した案件は

ありませんでした。

・当センターのホームペー

ジや住宅フェアーなどを通

じ、住宅についての知識の

啓発，住情報の提供に努め

ます。 

・「にいがた意欲ある住まい

づくりの会」の会員 79社へ

各種情報提供や各種支援を

実施します。 

・地方公共団体並びに（社）

新潟県建築士事務所協会

等（以下、相談機関とい

う。）が受付した建築・住

宅相談の内、相談機関が弁

護士相談を必要と判断し

た案件で、相談機関から紹

介があったものについて、

弁護士と１級建築士が同

席して建築･住宅相談を実

施します。 

㈶新潟県建

築住宅セン

ター 
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○定期借家制度，住宅性能表示制度等，民間住宅の流通を活性化する制度の啓発 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

住宅性能表示制度

（住宅性能評価） 

住宅性能表示制度とは，平成 12

年 4 月に施行された「住宅の品

質確保の促進等に関する法律」

に基づく制度で，住宅の性能（構

造耐力，省エネルギー性，遮音

性等）に関する表示の適正化を

図るための共通ルール（表示の

方法，評価の方法の基準）を設

け，消費者による住宅の性能の

相互比較を可能にするもので

す。住宅の性能に関する評価（住

宅性能評価）を客観的に行い，

評価書を発行します。 

平成 22 年度に引き続き住

宅性能表示制度の周知に

努めるとともに住宅性能

評価業務を実施します。 

平成 22 年度に引き続き住

宅性能表示制度の周知に

努めるとともに住宅性能

評価業務を実施しました。

平成 23 年度に引き続き住

宅性能表示制度の周知に

努めるとともに住宅性能

評価業務を実施します。 

㈶新潟県建

築住宅セン

ター 

住宅性能表示制度の周知

に努めるとともに、住宅性

能評価業務を実施します。

設計住宅性能評価業務 

［受付状況］ 

共同住宅 6 棟（49戸） 

［交付状況］ 

共同住宅 6 棟（49戸） 

住宅性能表示制度の周知

に努めるとともに、住宅性

能評価業務を実施します。

㈱新潟建築

確認検査機

構 

長期優良住宅の認

定制度 

長期優良住宅の認定制度と

は，平成 21年 6月 4日に施行さ

れた「長期優良住宅の普及の促

進に関する法律」に基づき，長

期にわたり良好な状態で使用す

るための措置が，その構造及び

設備について講じられた優良な

住宅について，その建築及び維

持保全に関する計画（長期優良

住宅建築等計画）を認定する制

度です。 

引き続き，長期優良住宅の

普及啓発を行うとともに，

国の事業等について，情報

提供を行います。 

長期優良住宅の普及啓発及

び長期優良住宅に関する国

の事業等について，情報提

供を行いました。 

・認定件数  651戸 

引き続き，長期優良住宅の

普及啓発を行うとともに，

国の事業等について，情報

提供を行います。 

建築行政課
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

住宅完成保証制度

業務 

住宅建設を受注した住宅建設業

者（この制度に登録された業者

に限る）が倒産等により住宅の

工事を継続できなくなったと

き、かし保険を取扱う会社（以

下「会社」といいます。）が認め

る場合に，発注者（消費者）の

追加負担を最小限に抑えて住宅

を完成させることを可能にする

制度です。この場合，会社は代

わりの住宅建設業者候補（代替

履行業者候補）を選定し，発注

者にあっせんするとともに，追

加される工事費用の負担や前払

金の返還債務不履行による損害

の発生に伴う追加の負担につい

て，保証契約の範囲内において

保証金を支払います。 

平成 22 年度に引き続き住

宅完成保証制度の周知に

努めるとともに保証制度

業務を実施します。 

平成 22 年度に引き続き住

宅完成保証制度の周知に

努めるとともに保証制度

業務を実施しました。 

平成 23 年度に引き続き住

宅完成保証制度の周知に

努めるとともに保証制度

業務を実施します。 

㈶新潟県建

築住宅セン

ター 

住まいの情報コー

ナー・ホームペー

ジ 

定期借家制度，住宅性能表示制

度等，民間住宅の流通を活性化

する制度に関する情報を総合的

に集めた「住まいの情報コーナ

ー」とホームページを設置し，

住宅流通の適正化を促進しま

す。 

住宅性能表示制度の普及

促進に向けた情報提供を

行います。 

住宅性能表示制度の普及

促進に向けた情報提供を

行いました。 

住宅性能表示制度の普及

促進に向けた情報提供を

行います。 

住環境政策

課 
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2）既存住宅ストックの適正化 

○既存住宅保証制度，中古住宅修繕履歴保存等，良好な住宅ストック形成を促進する制度の検討と普及啓発 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

耐震改修制度の普

及啓発 

新潟市住宅・建築物耐震改修等

事業費補助制度を建築住宅相

談，市報等で普及啓発を行いま

す。 

・定例住宅相談会や出張相

談会で普及啓発を行い

ます。また，市報に「新

潟市住宅・建築物耐震改

修等事業費補助制度」掲

載します。 

・建築関係団体が開催する

各種講習会・研修会にお

いて，耐震改修等事業費

補助制度のパンフレット

の配布や，制度説明と周

知協力を依頼します。 

・定例住宅建築相談会や説

明会で普及啓発を行いま

した。 

・定例相談会：24回  

・市報に耐震改修制度等を

掲載し普及啓発を行い

ました。（4/17，6/19，

2/5，2/19 号） 

・市政ニュース（6/19） 

・補助制度説明会：16回 

・民生委員説明会：9回 

・定例住宅相談会で普及啓

発を行います。また，市

報に「新潟市住宅・建築

物耐震改修等事業費補

助制度」掲載します。 

・建築関係団体が開催する

各種講習会・研修会にお

いて，耐震改修等事業費

補助制度のパンフレッ

トの配布や，制度説明と

周知協力を依頼します。

建築行政課

既存住宅保証制度

業務 

既存住宅の売主等からの申請を

受け、かし保険を取扱う会社（以

下「会社」といいます。）が一定

の検査を行った上で保証を行い

ます。万が一保証期間内に住宅の

基本構造部分について，保証の対

象となる事故が発見された場合

には，修補に要する費用の大部分

を会社が保証金として負担しま

す。

既存住宅保証制度は、平成

23 年度からは既存住宅売

買瑕疵担保責任保険にな

ります。制度の周知に努め

るとともに、既存住宅売買

瑕疵担保責任保険業務を

実施します。 

既存住宅売買瑕疵担保責

任保険制度の周知に努め

るとともに、既存住宅売買

瑕疵担保責任保険業務を

実施しました。 

既存住宅売買瑕疵担保責

任保険制度の周知に努め

るとともに、既存住宅売買

瑕疵担保責任保険業務を

実施します。 

㈶新潟県建

築住宅セン

ター 
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

住まいの情報コー

ナー・ホームペー

ジ 

既存住宅保証制度，中古住宅修

繕履歴保存等，良好な住宅スト

ック形成を促進する制度に関す

る情報を総合的に集めた「住ま

いの情報コーナー」とホームペ

ージを設置し，既存ストックの

適正化を促進します。 

良好な住宅ストックの形

成を促進する制度に関す

る情報を収集し，適宜提供

していきます。 

良好な住宅ストックの形

成を促進する制度に関す

る情報を収集し，提供しま

した。 

良好な住宅ストックの形

成を促進する制度に関す

る情報を収集し，適宜提供

していきます。 

住環境政策

課 

○既存住宅ストックの適正な保全に向けた，住宅リフォーム情報の提供等の支援 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

住宅リフォーム，

耐震改修等の情報

提供 

 新潟市住宅・建築物耐震改修等

事業費補助制度を建築住宅相

談，市報等で普及啓発を行いま

す。 

・定例住宅相談会や出張相

談会で普及啓発を行いま

す。また，市報に「新潟

市住宅・建築物耐震改修

等事業費補助制度」の掲

載します。 

・建築関係団体が開催する

各種講習会・研修会にお

いて，耐震改修等事業費

補助制度のパンフレット

の配布や，制度説明と周

知協力を依頼します。 

・定例住宅建築相談会や説

明会で普及啓発を行いま

した。 

・定例相談会：24回  

・市報に耐震改修制度等を

掲載し普及啓発を行い

ました。（4/17，6/19，

2/5，2/19 号） 

・市政ニュース（6/19） 

・補助制度説明会：16回 

・民生委員説明会：9回 

・「住まいのﾘﾌｫｰﾑﾌｪｱ 2011」

の実施(3月 3日・4日)

・定例住宅相談会や説明会

で普及啓発を行います。

また，市報に「新潟市住

宅・建築物耐震改修等事

業費補助制度」を掲載し

ます。 

・建築関係団体が開催する

各種講習会・研修会にお

いて，耐震改修等事業費

補助制度のパンフレット

の配布や，制度説明と周

知協力を依頼します。 

建築行政課

住まいの情報コー

ナー・ホームペー

ジ 

既存住宅ｽﾄｯｸの適正な保全に向け,

住宅ﾘﾌｫｰﾑに関する情報を総合的に

集めた「住まいの情報コーナー」と

ホームページを設置し,既存ｽﾄｯｸの

適正化を促進します 

既存住宅ストックの適正

な保全に向けた情報を収

集し，適宜提供していきま

す。 

既存住宅ストックの適正

な保全に向けた情報の収

集及び提供をしました。

既存住宅ストックの適正

な保全に向けた情報を収

集し，適宜提供していきま

す。 

住環境政策

課 
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基本方針③ 公的賃貸住宅の整備・改善

1）市営住宅の適切な維持・改善 

○新潟市公営住宅ストック総合活用計画の策定による適切な維持・管理・改善 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

新潟市営住宅スト

ック総合改善事業 

新潟市の市営住宅は，65 団地

5,616 戸ですが，これらの住宅に

は老朽化による建替えや改修が

必要な住宅もあり，合併建設計

画においても多数の住宅の建替

が計画されています。 

 また，既存市営住宅の質の向

上と活用，高齢者等住宅困窮者

の居住の安定や少子化対策に資

する住環境の整備，まちなか居

住推進など，これらを踏まえた

対策に取り組む必要もありま

す。 

 このような経済情勢や地域社

会の大きな変化に対応するた

め，「新潟市営住宅長寿命化計

画」（平成 21年度策定）に基づ

き，市営住宅の適切な維持・管

理・改善を行います。 

「新潟市営住宅長寿命化

計画（平成 22 年度改定）」

に沿って，市営住宅の適切

な維持・改善を実施しま

す。 

「新潟市営住宅長寿命化

計画（平成 22 年度改定）」

に沿って，市営住宅の適切

な維持・改善を実施しまし

た。 

引き続き，「新潟市営住宅

長寿命化計画（平成 22 年

度改定）」に沿って，市営

住宅の適切な維持・改善を

実施します。 

住環境政策

課 
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○地域のまちづくりと調和した市営住宅の建替え・整備の検討 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

市営住宅整備・建

替事業 

老朽化した市営住宅を取り壊

し，新しい住宅に建替えます。 

○白根地区住宅建設事業

（新鯵潟住宅） 

：第 1期建設工事（木造 16

戸），第 2 期建設工事（木

造 32戸）を完了します。

○荻川地区住宅住宅建設

事業（新津田島住宅） 

：第１期建設工事（木造 22

戸）の建設に着手します。

○物見山第１住宅建設事業

：建替えに係る基礎調査

を実施します。 

○白根地区住宅建設事業

（新鯵潟住宅） 

：第 1期建設工事（木造 16

戸），第 2 期建設工事（木

造 32戸）を完了しました。

○荻川地区住宅住宅建設

事業（新津田島住宅） 

：第１期建設工事（木造 22

戸）の建設に着手しまし

た。 

○物見山第１住宅建設事業

：建替えに係る基礎調査を

実施しました。 

○荻川地区住宅住宅建設

事業（新津田島住宅） 

：第１期建設工事（木造 22

戸）を完了し，第 2期建設

工事（木造 16 戸）に着手

し年度内に工事を完了し

ます。 

○（仮称）亀田駅東地区住

宅建設事業 

：建設工事のための実施設

計を行います。 

○巻地区住宅建設事業 

：建替えに係る基礎調査を

行います。 

○物見山第１住宅建設事業

：建替えに係る用地測量を

行います。 

住環境政策

課 

2）民間活力を活用した公的賃貸住宅の供給 

○買取り・借上げ方式による市営住宅の供給の検討 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

買取り・借上げ方

式による市営住宅

の供給の検討 

市営住宅の整備手法について，こ

れまでの公共による建設・建替え

方式の他，中心市街地などにおけ

る都市居住を促進する必要がある

場合において，買取り・借上げ方

式による供給の検討を行います。

制度変更等，国等の動向を

見極めながら検討します。

制度変更等，国等の動向を

見極めながら検討した結

果，買取り・借上げ方式に

よる供給はありませんでし

た。

引き続き，制度変更等，国

等の動向を見極めながら

検討します。 

住環境政策

課 
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○ＰＦＩ方式による市営住宅の供給の検討 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

新潟市公営住宅整

備事業等に係る応

用調査 

新潟市公営住宅整備事業等に係

る応用調査を行います。 

新潟市ＰＦＩ推進基本方

針に基づき，今後の採用に

ついて検討していきます。

新潟市ＰＦＩ推進基本方

針に基づき，今後の採用に

ついて検討した結果，ＰＦ

Ｉ方式による市営住宅の

供給はありませんでした。

引き続き，新潟市ＰＦＩ推

進基本方針に基づき，今後

の採用について検討して

いきます。 

住環境政策

課 

○高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業の活用等による，高齢者世帯向けの優良な賃貸住宅等の供給促進（再掲） 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

高齢者向け優良賃

貸住宅供給促進事

業 

本格的な高齢社会がすすむなか

で，高齢者が低廉な家賃で安全

で安心して暮らせる，優良な賃

貸住宅の供給促進をめざして，

民間の土地所有者等が整備した

賃貸住宅について，入居者の家

賃の一部を補助する事業です｡ 

既設の高齢者向け優良賃

貸住宅の家賃減額補助を

実施していきます。 

既設の 2 住宅 47 戸につい

て，家賃減額補助を実施し

ました。 

既設の高齢者向け優良賃

貸住宅の家賃減額補助を

実施していきます。 

住環境政策

課 

3）公的賃貸住宅の適切な管理・運営，機能向上 

○多様化しつつある住宅困窮者に対応した市営住宅への入居者資格の緩和の検討 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

市営住宅管理事業 住宅困窮者救済措置を拡充する

ため，「市営住宅入居の特別措置

要綱」の改正を検討します。 

抽選優遇の継続実施。 抽選優遇の継続実施。 裁量階層の範囲を拡大す

る条例改正を実施予定。 

住環境政策

課 
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○市営住宅における収入超過者，高額所得者対策の強化の検討 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

市営住宅管理事業 「住宅に困窮する低額所得者」

とは言えない人が入居している

ことから，本来の住宅困窮者を

救済するため，入居収入基準を

超えている収入超過者に対して

自主退去を促し，高額所得者へ

は住宅明渡し請求を行います。 

・高額所得者に対しては，

市営住宅の明け渡しを

通知します。 

・収入超過者に対しては，

面談し退去指導をしま

す。 

・新規入居者に対し，10

年間の期限付入居を実

施します。 

・年度末時点で高額所得者

に該当する者はいませ

んでした。 

・収入超過者に対しては，

説明会又は文書により

退去指導をしました。 

・新規入居者に対し，10

年間の期限付入居を実

施しました。 

・年度末時点で高額所得者

に該当する者はいない

見込みです。 

・収入超過者に対しては，

説明会又は文書により

退去指導をします。 

・新規入居者に対し，10

年間の期限付入居を実

施します。 

住環境政策

課 

○公的賃貸住宅のバリアフリー化の促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

市営住宅整備・建

替事業 

老朽化した市営住宅の建替整備

事業の中において，バリアフリ

ー化を促進します。 

白根地区住宅建設事業（新

鯵潟住宅），荻川地区住宅

建設事業（新津田島住宅）

において，バリアフリーに

配慮した住宅を建設しま

す。 

白根地区住宅建設事業（新

鯵潟住宅），荻川地区住宅

建設事業（新津田島住宅 1

期工事）において，バリア

フリーに配慮した住宅を

建設しました。 

荻川地区住宅建設事業（新

津田島住宅 2期工事）にお

いて，バリアフリーに配慮

した住宅を建設します。 

住環境政策

課 

○社会福祉施設等との一体的な整備の検討 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

市営住宅整備・建

替事業 

公的賃貸住宅の整備・改善の計

画立案時に社会福祉施設等との

一体的な整備の検討を行いま

す。 

市営住宅整備事業等に係

る応用調査の中で，その必

要性等を検討していきま

す。 

市営住宅整備事業等に係

る応用調査の中で，その必

要性等を検討した結果，実

績はありませんでした。 

引き続き，市営住宅整備事

業等に係る応用調査の中

で，その必要性等を検討し

ていきます。 

住環境政策

課 
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○子育てファミリー向け住宅の支援制度の検討 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

特定優良賃貸住宅

供給促進事業 

世帯人数3～5人の標準的な中堅

ファミリー世帯層向けの優良な

賃貸住宅の供給促進をめざし

て，民間の土地所有者等が整備

した賃貸住宅について，入居者

の家賃の一部を補助する事業で

す。 

既設住宅の家賃減額補助

を実施していきます。 

既設の 6 住宅 20 戸につい

て，家賃減額補助を実施し

ました。 

既設住宅の家賃減額補助

を実施していきます。 

住環境政策

課 

○市営住宅における子育てファミリー世帯向け住戸の確保 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

市営住宅整備・建

替事業 

老朽化した市営住宅の整備建替

事業の中において，子育てファ

ミリー世帯向け住宅を確保しま

す。 

市営住宅の整備建替事業

の中において，実施を検討

します。 

（仮称）亀田駅東地区住宅

建設事業において，子育て

世帯向け住宅の整備の検

討を進めました。 

（仮称）亀田駅東地区住宅

建設事業において，建設工

事に向けた実施設計を行

います。 

住環境政策

課 
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基本目標（2）人と環境にやさしく，安心・安全な住まいづくり 

基本方針① 安心・安全に配慮した住まいづくり

１）防災性の高い住まい・住環境づくり 

○建築構造への市民の関心等を高める情報提供や，耐震診断や耐震補強等の支援制度の活用による，安全な住まいづくりの促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

住宅・建築物耐震

改修等事業費補助 

地震による建築物の倒壊等の災害

を未然に防止し，市民の安全を確

保するため，個人の木造住宅の耐

震診断，耐震設計，耐震改修工事

及び分譲マンションの耐震診断，

耐震設計，耐震改修工事に要する

費用の一部に対して補助を行いま

す。 

個人の木造住宅及び分譲マ

ンションの耐震診断，耐震

設計，耐震改修工事への補

助計画件数 

木造戸建住宅  

耐震診断     200 件 

 耐震設計     40 件 

耐震改修工事   30 件 

マンション 

予備診断       2 棟 

 本診断,設計,工事  1 棟

耐震シェルター 

・防災ベッド設置  4 件 

家具転倒防止工事  200 件 

木造戸建住宅 

・耐震診断   232 件

・耐震設計   28 件 

・耐震改修工事 15 件 

マンション 

・予備診断    1 棟 

・本診断，設計，工事 

  0 棟 

耐震シェルター 

・防災ベッド設置  1 件 

・家具転倒防止工事 38 件

幼稚園 

・耐震診断   2 棟

個人の木造住宅及び分譲マ

ンションの耐震診断，耐震

設計，耐震改修工事への補

助計画件数 

木造戸建住宅  

耐震診断     300 件 

 耐震設計    130 件 

耐震改修工事  130 件 

建替え耐震化  50 件 

マンション 

予備診断       2 棟 

 本診断,設計,工事  1 棟

耐震シェルター 

・防災ベッド設置  4 件 

家具転倒防止工事  200 件 

建築行政課

長期優良住宅の認

定制度 

長期優良住宅の認定制度と

は，平成 21年 6月 4日に施行さ

れた「長期優良住宅の普及の促

進に関する法律」に基づき，長

期にわたり良好な状態で使用す

るための措置が，その構造及び

設備について講じられた優良な

住宅について，その建築及び維

持保全に関する計画（長期優良

住宅建築等計画）を認定する制

度です。 

引き続き，長期優良住宅の

普及啓発を行うとともに，

国の事業等について，情報

提供を行います。 

長期優良住宅の普及啓発及

び長期優良住宅に関する国

の事業等について，情報提

供を行いました。 

・認定件数  651戸 

引き続き，長期優良住宅の

普及啓発を行うとともに，

国の事業等について，情報

提供を行います。 

建築行政課

基本目標（2）人と環境にやさしく，安心・安全な住まいづくり
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○防災マップの活用促進，避難情報の提供等，防災性の高い住環境づくりを促進する情報支援 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

地域防災力の向上 自助としての市民一人ひとりの

防災意識，共助としての地域コ

ミュニティの防災力の向上を図

るため，自主防災組織の結成と

活動の支援を引き続き行うとと

もに，地域の防災に関する情報

を提供し防災意識の高揚を図り

ます。 

○自主防災組織育成事業 

・自主防災組織の結成を促

進（年度末目標結成率

78.5％） 

○災害時要援護者対策事業

・自主防災組織等による災

害時要援護者の個別避

難支援計画の策定促進 

(年度末目標策定率 50％）

・ジュニアレスキュー講習

会の実施(3 回)及び避難

誘導用リヤカー配布(80

台) 

○自主防災組織育成事業 

年度末結成率 79.5％ 

(昨年度比 3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ増)

○災害時要援護者対策事業

・自主防災組織等による災

害時要援護者の個別避

難支援計画の策定率

50.9％（昨年度比 4.1 ﾎﾟ

ｲﾝﾄ増） 

・ジュニアレスキュー講習

会(3回実施：308人受講)

・避難誘導用リヤカーを自

主防災組織へ配置（87

台追加） 

○自主防災組織育成事業 

・自主防災組織の結成を促

進（年度末目標結成率

81.0％） 

○災害時要援護者対策事業

・自主防災組織等による災

害時要援護者の個別避

難支援計画の策定促進 

(年度末目標策定率 53％）

・ジュニアレスキュー講習

会の実施(3 回)及び避難

誘導用リヤカー配布(60

台) 

防災課 

住まいの情報コー

ナー・ホームペー

ジ 

住まいの防災に関する情報を収

集し，ホームページの中で適宜

情報提供していきます。 

住まいの防災に関する情

報を収集し，適宜提供して

いきます。

住まいの防災に関する情

報を収集及び提供しまし

た。

住まいの防災に関する情

報を収集し，適宜提供して

いきます。

住環境政策

課 

○建物更新時における狭隘道路等の適切な改善や，特定建築物・分譲マンション等の耐震改修の促進等，防災性の高い住環境づくりの促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

建物更新時におけ

る狭隘道路等の改

善 

通行及び防災面からも，安心で

安全な暮らしができる良好な道

路空間を創出するため，建物の

建替え等の機会をとらえて，道

路拡幅にかかる門や塀の除却等

の費用などに対し支援を行いま

す。 

災害時の避難経路を確保

できるような改善方法の

検討を行います。 

各政令市の補助制度内容

の検討を実施しました。 

災害時の避難経路を確保

できるような改善方法の

検討を行います。 

建築行政課
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

県営住宅の耐震補

強 

新潟県耐震改修促進計画に基づ

き，耐震基準未満の県営住宅の

耐震補強工事を実施します。 

耐震補強工事 ： 0棟 

住戸改善と合わせた耐震

補強工事 ：0棟 

○耐震補強工事 ： 1 棟 

○住戸改善と合わせた耐

震補強工事 ：0棟 

○耐震補強工事 ： 0 棟 

○住戸改善と合わせた耐

震補強工事 ：0棟 

新潟県土木

部都市局建

築住宅課 

○雨水浸透ます，貯留タンクの宅地内への設置促進等，大雨に強い住まい・住環境づくりの促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

雨水流出抑制施設

設置助成 

雨水流出抑制施設（雨水浸透ま

す,貯留タンク）を設置する市民

に対し,設置費用を助成します。

雨水浸透ます 1,090 基，貯

留タンク195基の助成を予

定しています。 

雨水浸透ます ６１０基 

貯留タンク  ２０９基 

○雨水浸透ます 

１，０９０基

○貯留タンク 

１９５基

経営企画課

排水設備設置資金

融資 

排水設備設置に係る工事費を融

資します。 

新規受付･･･74 件を予定 新規受付・・・４８件 新規受付・・７０件を予定 経営企画課

水洗便所改造助成

金 

排水設備設置に係る工事費に助

成を行います。 

助成予定件数  

○３万円：２，４００件

○２万円：  ４００件

○生活保護：  ２０件

○３万円 １，４２５件 

○２万円   ２１５件 

○生活保護    ２件 

助成予定件数  

○３万円：２，４００件 

○２万円：  ４００件 

○生活保護：  ２０件 

経営企画課

防水板設置等工事

助成 

浸水被害の軽減を図るため，住

宅，店舗，事務所等の敷地内に

設置する防水板の工事に対して

助成金の交付を行います。 

防水板設置助成制度 

申請件数 10 件（予定） 

防水板設置助成制度 

申請件数 6件 

防水板設置助成制度 

申請件数 10 件（予定） 

下水道計画

課 

住宅かさ上げ助成 浸水被害から市民の財産を守る

ため，住宅のかさ上げに対して

助成金の交付を行います。 

住宅かさ上げ助成制度 

申請件数 10 件(予定) 

住宅かさ上げ助成制度 

申請件数 4件 

住宅かさ上げ助成制度 

申請件数 5件（予定） 

下水道計画

課 

駐車場かさ上げ工

事助成 

浸水被害の軽減を図るため，一

戸建て住宅に付属した駐車場の

かさ上げ工事に対して助成金の

交付を行います。 

― 

（平成 24年度新規事業）

― 

（平成 24年度新規事業）

駐車場かさ上げ助成制度 

申請件数 15 件（予定） 

下水道計画

課 
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2）分譲マンションの再生 

○分譲マンションの適正な維持管理の普及促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

マンション再生支

援 

分譲マンションの適正な維持管

理が図られるよう，資料・情報

の提供等を行い，管理組合等か

らの相談に対応します。 

「住まいの情報コーナー」

及び「住まいのホームペー

ジ」等において，資料・情

報の提供等を行い，管理組

合等からの相談に対応し

ます。また，（仮称）マン

ション管理基礎セミナー

の開催を検討します。

「住まいの情報コーナー」

及び「住まいのホームペー

ジ」等において，資料・情

報の提供等を行いました。

また、マンション管理基礎

セミナーを実施しました 

（仮称）「マンション管理

基礎セミナー」を開催し，

分譲マンションに関する

情報提供等を行います。ま

た，個別相談会を実施し，

管理組合等からの相談に

対応します。 

住環境政策

課 

○建替えが必要な分譲マンションへの支援による建替えの円滑化 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

マンション建替え

支援事業 

建替えが必要な区分所有マンシ

ョン（分譲マンション）につい

て，円滑に建替えが推進される

よう支援します。 

随時，相談を受け付けま

す。

相談件数 0件 随時相談を受け付けます。 市街地整備

課 
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3）健康で安全な住まいづくり 

○シックハウス症候群・アスベスト被害に対する法律・支援制度の情報提供やアスベスト対策の促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

地球環境保全・公

害防止施設資金貸

付 

公害を防止・除去又は環境への

負荷の低減のため，市民が住宅

のアスベストの撤去等を行う際

に，資金の貸付けを行います。 

貸付けを行います。 

（限度額 3,000 万円） 

貸付利率 

 新潟県信用保証協会の 

信用保証有 年 1.90％ 

 新潟県信用保証協会の 

信用保証無 年 2.40％ 

貸付期間 

 10 年以内（1年以内のす

え置き期間があります） 

貸付けを行います。 

（限度額 3,000 万円） 

貸付利率 

 新潟県信用保証協会の 

信用保証有 年 1.90％ 

 新潟県信用保証協会の 

信用保証無 年 2.40％ 

貸付期間 

 10 年以内（1年以内のす

え置き期間があります） 

貸付けを行います。 

（限度額 3,000 万円） 

貸付利率 

 新潟県信用保証協会の 

信用保証有 年 1.90％ 

 新潟県信用保証協会の 

信用保証無 年 2.40％ 

貸付期間 

 10 年以内（1年以内のす

え置き期間があります） 

環境対策課

地球環境保全・公

害防止施設資金助

成金利子補給金 

公害を防止・除去又は環境への
負荷の低減のため，市民が住宅
のアスベストの撤去等を行う際
の資金の貸付けに対し，返済利
息の一部の利子補給を行いま
す。 

利子補給を行います。 

（年 1.4％）

利子補給を行います。 

（年 1.4％）

利子補給を行います。 

（年 1.4％）

環境対策課

新潟市アスベスト

の排出及び飛散の

防止等に関する条

例の推進 

建築物の解体や改修に伴う除去

等の工事による新たなアスベス

ト被害の発生を防止するため，

除去工事等を行う場合の作業基

準の遵守や廃棄物の適正処理の

徹底を図ります。 

・アスベスト除去工事等に

おいて，作業基準の適合

状況確認のため，作業前

の立入調査を実施しま

す。 

・大気環境のアスベスト濃

度を，一般環境大気測定

局等８箇所において調

査します。 

・アスベスト除去工事の作

業基準の適合状況の確

認のため５７回の立入

調査を実施しました。 

・一般環境測定局８箇所で

アスベスト濃度調査を

実施し、問題ないことを

確認しました。 

・アスベスト除去工事等に

おいて，作業基準の適合

状況確認のため，作業前

の立入調査を実施しま

す。 

・大気環境のアスベスト濃

度を，一般環境大気測定

局等８箇所において調

査します。 

環境対策課
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

建築基準法に基づ

くシックハウス対

策の促進 

建築確認申請の際に，建築基準

法に基づき，シックハウス対策

が実施されるように厳格に審査

を行っています。 

今後も，建築確認申請及び

各種検査の際に，シック

ハウス対策に関する厳

格な審査を行うと共に，

対策を講ずることの意

義や効果等の情報提供

を行っていきます。 

建築確認申請及び各種検

査の際に，シックハウス

対策に関する厳格な審

査を行うと共に，対策を

講ずることの意義や効

果等の情報提供を行い

ました。 

今後も，建築確認申請及び

各種検査の際に，シック

ハウス対策に関する厳

格な審査を行うと共に，

対策を講ずることの意

義や効果等の情報提供

を行っていきます。 

建築行政課

民間建築物アスベ

スト除去工事等補

助事業 

＊アスベスト除去等工事：多数

の人が利用する建築物に露出し

て施工されている吹付けアスベ

スト等の除去等工事を行う人に

対して，工事費の 3 分の 2 を助

成し，民間施設のアスベスト飛

散防止措置を促進します。 

＊アスベスト含有調査：民間建

築物のアスベスト含有の有無の

調査を実施するにあたり，これ

に要する費用を10分の10かつ1

検体当たり15万円を限度として

調査費用を補助することによ

り，アスベスト除去工事等の促

進につなげる。 

○市内にある民間建築物

のアスベスト含有調査，

除去等工事に対して助

成を引き続き行ってい

きます。 

・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査補助事業

：受付期間 4/25～12/2 

・ｱｽﾍﾞｽﾄ除去等補助事業 

：受付期間 5/2～ 6/3 

・アスベスト除去等工事の

実施件数は 1件です。 

・アスベスト含有調査の実

施件数は 3件です。 

・市内にある民間建築物の

アスベスト含有調査，除

去等工事に対して助成

を引き続き行っていき

ます。 

・アスベスト含有調査補助

事業：受付期間 5/1～

11/30 

・アスベスト除去等補助事

業：受付期間 5/7～6/29

建築行政課
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基本方針② 高齢者，障がい者及び子育て世帯が安心できる住まいづくり

1）高齢者・障がい者が自立し安心して暮らせる住環境の創出 

○老人居室等整備資金，障がい者住宅整備資金，高齢者・障がい者向け住宅リフォーム助成事業等，各種の助成・貸付制度の活用促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

障がい者向け住宅

リフォーム助成 

在宅の重度障がい者がいる世帯

に対して，障がい者の居住に適

するように住宅の改造をする場

合，必要な費用の一部を助成し

ます。 

利用件数 89 件（見込み） 利用件数 107 件 利用件数 79 件（見込み） 障がい福祉

課 

障がい者住宅整備

資金貸付 

障がい者または障がい者と同居

する親族に対し，障がい者の居

住環境を改善するため，障がい

者の専用居室等の新築・増築・

改築・改造・購入のために必要

な資金の貸付を行います。 

新規件数 5 件 新規件数 2 件 新規件数 3 件（見込み） 障がい福祉

課 

高齢者向け住宅リ

フォーム助成 

介護保険法の要介護 1～5，要支

援の認定を受けている高齢者

（概ね 65歳以上）が，安全で機

能的な日常生活を送るために，

住宅及び玄関先を改修する場合

に費用の一部を助成します。 

対象工事：高齢者の日常生活の

改善に直接関わる改修工事。 

利用件数（見込）：117 件 利用件数：141 件    

助成額：52,008 千円 

利用件数：117 件 高齢者支援

課 
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

高齢者介護予防リ

フォーム助成 

介護保険法の要介護・要支援認

定で「自立」と判定された 65歳

以上の高齢者が，将来介護が必

要な状態にならないよう住宅を

改修する場合に費用の一部を助

成します。 

対象工事：住宅内の手すりの取

り付け、段差解消工事に限定。 

利用件数（見込）：8件 利用件数：2件

助成額：48 千円 

利用件数（見込）：1件 高齢者支援

課 

老人居室等整備資

金融資 

高齢者と家族との好ましい関係

を維持するため，高齢者の専用

居室の新・増・改築や，浴室，

トイレ等の新設・改修（建売住

宅等購入の場合も含む）や，住

宅全体を高齢者に配慮した仕様

にする場合に必要な資金貸付を

行います。 

新規融資件数（見込） 

：1件 

新規融資なし 新規融資件数（見込） 

：1件 

高齢者支援

課 

健幸すまいリフォ

ーム支援事業 

子どもを安心して産み育てら

れ，高齢者等が安心して暮らせ

る健康で幸せな住環境を創出す

ることを目的として，既存住宅

のバリアフリー化及びそれに併

せて行う居住環境や住宅機能の

維持・向上のための住宅リフォ

ーム工事について，その費用の

一部を補助する。 

― 

（平成 24年度新規事業）

― 

（平成 24年度新規事業）

予 算 額：300,000 千円 

予定件数：1,350 件 

住環境政策

課 
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○高齢者居住法に基づく高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度等，関連機関による支援制度の普及啓発 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

高齢者円滑入居賃

貸住宅登録制度 

「高齢者の居住の安定確保に関

する法律」に基づき，高齢者の

入居を拒まない賃貸住宅を，貸

主に登録してもらう制度です。

住宅を探している高齢者の方

に，このような賃貸住宅の情報

を提供します。 

引き続き県ホームページ

等で制度の周知に努めま

す。

県ホームページ等で制度 

の周知に努めました。 

【新潟県全域分】 

高齢者円滑入居賃貸住宅 

：1,611 戸（150 棟） 

うち、高齢者専用賃貸住宅

：818 戸（31 棟） 

－（制度終了） 新潟県土木

部都市局建

築住宅課 

サービス付き高齢

者向け住宅登録制

度 

「高齢者の居住の安定確保に関

する法律」の改正により創設さ

れた，バリアフリー構造等を有

し，介護・医療と連携し高齢者

を支援するサービスを提供する

高齢者のための住宅を，貸主に

登録してもらう制度です。 

事業者及び利用者に対し，

制度についての情報提供

を行います。 

また，適切な住宅が供給さ

れるよう，厳格な登録審査

や適切な指導監督を行い

ます。 

登録実績 

：301 戸（8棟） 

うち，旧高円賃登録住宅 

 ：150 戸（4棟） 

事業者及び利用者に対し，

制度についての情報提供

を行います。 

また，適切な住宅が供給さ

れるよう，厳格な登録審査

や適切な指導監督を行い

ます。 

住環境政策

課 

住まいの情報コー

ナー・ホームペー

ジ 

サービス付き高齢者向け住宅登

録制度等，高齢者が安心して暮

らせる支援制度等に関する情報

を提供する「住まいの情報コー

ナー」と，「住まいのホームペー

ジ」を設置します。 

高齢者が安心して暮らせ

る支援制度等に関する情

報を収集し，適宜提供しま

す。 

高齢者が安心して暮らせ

る支援制度等に関する情

報を収集及び提供しまし

た。 

高齢者が安心して暮らせ

る支援制度等に関する情

報を収集し，適宜提供しま

す。 

住環境政策

課 
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○高齢者や障がい者のグループホーム，グループリビング等の多様な住まい方や，リバースモゲージ等の新たな居住支援制度についての情報提供 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

あんしん賃貸支援

事業 

地方公共団体，支援団体（NPO・

社会福祉法人等），宅地建物取引

業者等が連携し，高齢者，障が

い者，外国人，子育て世帯の入

居を受け入れる民間賃貸住宅

（あんしん賃貸住宅）の登録や

居住に関する各種サポート等を

行うことにより，入居の円滑化

と安心できる賃貸借関係の構築

を支援します。 

－ － － 新潟県土木

部都市局建

築住宅課 

住まいの情報コー

ナー・ホームペー

ジ 

高齢者や障がい者のグループホ

ーム，グループリビング等の多

様な住まい方や，リバースモゲ

ージ等の新たな居住支援制度に

関する情報を提供する「住まい

の情報コーナー」とホームペー

ジを設置します。 

高齢者や障害者の新たな

居住支援制度等に関する

情報を収集し，適宜提供し

ていきます。 

高齢者や障害者の新たな

居住支援制度等に関する

情報を収集及び提供しま

した。 

高齢者や障害者の新たな

居住支援制度等に関する

情報を収集し，適宜提供し

ていきます。 

住環境政策

課 

○ユニバーサルデザインの普及促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちなか環境形成

促進助成 

ユニバーサルデザインに配慮

し，周辺の環境や景観と調和し

た共同住宅等の建築物や公開空

地等の整備を行う民間事業を支

援することによって，まちなか

環境の向上とまちなかのリニュ

ーアルを促進し，歩いて楽しい

賑わいのあるまちなかを実現し

ます。 

随時，相談を受け付けま

す。 

相談件数 0件 随時相談を受け付けます。 市街地整備

課 
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

ユニバーサルデザ

イン住宅研修会等

の開催 

建築関係団体等に働きかけ，建

築士などの関係者を対象にユニ

バーサルデザインの普及に向け

た研修会を開催します 

相談及び各種届出を通じ

て，更に知識を深めること

ができるようにバックア

ップします。 

相談及び各種届出を通じ

て，更に知識を深めること

ができるようにバックア

ップしました。 

相談及び各種届出を通じ

て，更に知識を深めること

ができるようにバックア

ップします。 

建築行政課

住まいの情報コー

ナー・ホームペー

ジ 

ユニバーサルデザインの普及に

向け関連情報を集めた「住まい

の情報コーナー」と，「住まいの

ホームページ」を設置します。 

ユニバーサルデザインに

関する情報を収集し，適宜

提供していきます。 

また，市営住宅について

は，建替の際にユニバーサ

ルデザインを促進します。

ユニバーサルデザインに

関する情報を収集し，適宜

提供しました。 

また，市営住宅について

は，建替の際にユニバーサ

ルデザインを促進しまし

た。 

引き続き，ユニバーサルデ

ザインに関する情報を収

集し，適宜提供していきま

す。 

また，市営住宅について

は，建替の際にユニバーサ

ルデザインを促進します。

住環境政策

課 

2）高齢者や障がい者向け住宅の供給 

○シルバーハウジングの供給検討及びシニア住宅の供給検討 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

市営住宅整備・建

替事業 

高齢者の生活特性に配慮した設

備・仕様の高齢者向けの市営住

宅等の供給の検討を行います。 

亀田駅東地区での供給に

ついて引き続き検討しま

す。 

（仮称）亀田駅東地区住宅

建設事業においてシルバ

ーハウジングの供給の検

討を進めました。 

（仮称）亀田駅東地区住宅

建設事業において，シルバ

ーハウジングの建設工事

に向けた実施設計を行い

ます。 

住環境政策

課 

○高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業の活用等による，高齢者世帯向けの優良な賃貸住宅等の供給促進（再掲） 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

高齢者向け優良賃

貸住宅供給促進事

業 

本格的な高齢社会がすすむなか

で，高齢者が低廉な家賃で安全

で安心して暮らせる，優良な賃

貸住宅の供給促進をめざして，

民間の土地所有者等が整備した

賃貸住宅について，入居者の家

賃の一部を補助する事業です｡ 

既設の高齢者向け優良賃

貸住宅の家賃減額補助を

実施していきます。 

既設の 2 住宅 47 戸につい

て，家賃減額補助を実施し

ました。 

既設の高齢者向け優良賃

貸住宅の家賃減額補助を

実施していきます。 

住環境政策

課 
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○市営住宅整備に伴う高齢者や障がい者向け住戸の確保の検討 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

市営住宅整備・建

替事業 

市営住宅の整備にあたっては，

高齢者や障がい者の身体特性等

に配慮した市営住宅を供給して

いきます。また，新規建設，建

替の際にユニバーサルデザイン

を促進していきます。 

白根地区住宅建設事業（新

鯵潟住宅），荻川地区住宅

建設事業（新津田島住宅）

において，バリアフリー

化・ユニバーサルデザイン

に配慮した住宅を建設し

ます。

白根地区住宅建設事業（新

鯵潟住宅），荻川地区住宅

建設事業（新津田島住宅 1

期工事）において，バリア

フリー化・ユニバーサルデ

ザインに配慮した住宅を

建設しました。 

荻川地区住宅建設事業（新

津田島住宅 2期工事）にお

いて，バリアフリー化・ユ

ニバーサルデザインに配

慮した住宅を建設します。

住環境政策

課 
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○既存市営住宅の建替え，改修等におけるバリアフリー化の推進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

公営住宅ストック

総合改善事業 

既存市営住宅の老朽化に伴う建

替え，改修を行なう際に，バリ

アフリー化を促進します。 

白根地区住宅建設事業（新

鯵潟住宅），荻川地区住宅

建設事業（新津田島住宅）

において，バリアフリーに

配慮した住宅を建設しま

す。 

白根地区住宅建設事業（新

鯵潟住宅），荻川地区住宅

建設事業（新津田島住宅 1

期工事）において，バリア

フリーに配慮した住宅を

建設しました。 

荻川地区住宅建設事業（新

津田島住宅 2期工事）にお

いて，バリアフリーに配慮

した住宅を建設します。 

階段手摺が未設置の市営

住宅について手摺の設置

を行います。 

住環境政策

課 

3）安心して子育てできる住まい・環境づくり 

○市営住宅における子育てファミリー世帯向け住戸の確保（再掲） 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

市営住宅整備・建

替事業 

老朽化した市営住宅の建設整備

事業の中において，子育てファ

ミリー世帯向け住宅を確保しま

す。 

市営住宅の整備建替事業

（物見山第１住宅・亀田駅

東地区）の中において，実

施を検討します。

市営住宅の整備建替事業

（物見山第１住宅・亀田駅

東地区）において，実施の

検討を進めました。

物見山第１住宅建設事業に

おいて実施を検討します。

（仮称）亀田駅東地区住宅

建設事業において，子育て

世帯向け住宅の建設工事

に向けた実施設計を行い

ます。

住環境政策

課 

○子育てファミリー世帯に対する特定優良賃貸住宅の入居資格の引き下げの検討 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

特定優良賃貸住宅

供給促進事業 

世帯人数3～5人の標準的な中堅

ファミリー世帯層向けの優良な

賃貸住宅の供給促進をめざし

て，民間の土地所有者等が整備

した賃貸住宅について，入居者

の家賃の一部を補助する事業で

す。 

既設住宅の家賃減額補助

を実施していきます。 

既設の 6 住宅 20 戸につい

て，家賃減額補助を実施し

ました。 

既設住宅の家賃減額補助

を実施していきます。 

住環境政策

課 
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基本方針③ 地球環境にやさしい住まいづくり

1）環境にやさしい住まいづくり 

○環境共生住宅，生垣助成等，各種助成・支援制度の普及促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちなか環境形成

促進助成 

ユニバーサルデザインに配慮し，

周辺の環境や景観と調和した共同

住宅等の建築物や公開空地等の整

備を行う民間事業を支援すること

によって，まちなか環境の向上と

まちなかのリニューアルを促進

し，歩いて楽しい賑わいのあるま

ちなかを実現します。 

随時，相談を受け付けま

す。 

相談件数 0件 随時相談を受け付けます。 市街地整備

課 

生垣設置奨励助成 新たに生垣を設置，ブロック塀な

ど取壊し費用に対する助成を行っ

ています。生垣設置・ブロック塀

取り壊しそれぞれ 1ｍあたり，

3,000 円を限度とし，1 件につき

90,000 円を限度とします。 

事業の対象は， 

① 本市に所在する住宅・事務所 

② 新たに生垣を設置する場合 

③ 道路に 3ｍ以上面し，その部分

に設置する場合 

④ 樹木の高さ 1.2ｍ以上，延長１

ｍあたり２本以上植栽すること 

⑤ ５年以上保全する事で，あわせ

てブロック塀などの撤去を行う場

合は，撤去費用も助成します。

79 件の申請を予定してい

ます。 

45 件に助成を行いました。 76 件の申請件数を予定し

ています。 

公園水辺課
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

住宅用太陽光発電

システム設置支援

事業 

環境先進都市の実現に向けて、

市民との協働による家庭部門に

おける二酸化炭素排出量の削減

を進めるため、住宅に太陽光発

電システムの設置と併せて行な

う住宅の断熱改修や高効率給湯

器の設置を行なう市民に、その

費用の一部を補助します。 

住宅用太陽光発電システ

ム設置・省エネ改修支援事

業を引き続き実施します。

住宅用太陽光発電システ

ム設置・省エネ改修支援事

業を実施しました。 

申請件数：158 件 

住宅用太陽光発電システ

ム設置・省エネ改修支援事

業の大幅な拡充を図り、エ

コ住宅・エコリフォーム促

進事業を実施します。

住環境政策

課 
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

エコ住宅・エコリ

フォーム促進事業 

市民との協働によりエネルギー

の安定的な供給と温室効果ガス

の削減に寄与するとともに、環

境先進都市の構築に向けた市民

一人ひとりの省エネルギーおよ

び環 境保全に関する意識の醸

成を図ることを目的として、住

宅の再生可能エネルギー設備の

導入や省エネ化に要する費用の

一部を助成します。 

≪対象設備≫ 

①太陽エネルギー設備導入補助金

太陽光発電システム 

太陽熱利用システム 

②省エネ設備導入補助金 

家庭用燃料電池（ｴﾈﾌｧｰﾑ） 

ペレットストーブ 

③既存住宅省エネ化補助金 

 （下記のうち、２つ以上を実施）

窓の断熱改修（2箇所以上） 

自然冷媒ヒートポンプ給湯器（ｴ

ｺｷｭｰﾄ）への取替え 

潜熱回収型給湯器（ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ、ｴ

ｺﾌｨｰﾙ）への取替え 

ガスエンジン給湯器（ｴｺｳｨﾙ）

への取替え 

ＬＥＤ照明への取替え（導入

経費3万円以上）

― 

（平成 24年度新規事業）

― 

（平成 24年度新規事業）

予算額：446,000 千円 住環境政策

課 
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

省エネルギー法の

届出制度 

省エネルギー法（エネルギーの

使用の合理化に関する法律）は，

内外におけるエネルギーをめぐ

る経済的社会的環境に応じた燃

料資源の有効な利用の確保に資

するため，エネルギーの使用の

合理化に関する所要の措置その

他エネルギーの使用の合理化を

総合的に進めるために必要な措

置を講ずるものです。 

当該法律に基づく建築物の届出

は，建築物の外壁，窓等を通し

ての熱の損失の防止及び建築物

に設ける空気調和設備等の建築

設備のエネルギーの効率的利用

のための措置を所管行政庁に届

け出る制度です。

引き続き，届出の受付を行

います。 

・届出の受付を行いまし

た。 

平成 23 年度 届出件数 

(1 種)   65 件 

(2 種)  181 件 

・法改正に伴う制度の改正

内容について，パンフレッ

ト等により周知をおこな

いました。 

【主な改正内容】 

※平成 22年 4月 1日施行

・届出の対象建築物が，従

来の１種2,000㎡以上に追

加して，2種 300 ㎡～2,000

㎡未満が対象となった。 

引き続き，届出の受付を行

います。 

建築行政課

長期優良住宅の認

定制度 

長期優良住宅の認定制度とは，

平成 21年 6月 4日に施行された

「長期優良住宅の普及の促進に

関する法律」に基づき，長期に

わたり良好な状態で使用するた

めの措置が，その構造及び設備

について講じられた優良な住宅

について，その建築及び維持保

全に関する計画（長期優良住宅

建築等計画）を認定する制度で

す。

引き続き，長期優良住宅の

普及啓発を行うとともに，

国の事業等について，情報

提供を行います。 

長期優良住宅の普及啓発

及び長期優良住宅に関す

る国の事業等について，情

報提供を行いました。 

・認定件数  651 戸 

引き続き，長期優良住宅の

普及啓発を行うとともに，

国の事業等について，情報

提供を行います。 

建築行政課
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○市営住宅における環境共生住宅の整備の検討 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

市営住宅整備・建

替事業 

地球温暖化防止等の地球環境保全

を促進する観点から，地域の特性

応じ，エネルギー・資源・廃棄物

等の面で適正な配慮がなされると

ともに，周辺環境と調和し，健康

で快適に生活できるよう工夫され

た住宅を整備していきます。 

環境への負担を低減するなど一定

の要件を満たすモデル性の高い市

営住宅の整備に対して国が補助を

行います。

実施予定なし（今後の設計

業務の中で検討します） 

実施実績なし（今後の設計

業務の中で検討します）

実施予定なし（今後の設計

業務の中で検討します）

住環境政策

課 

○県産材使用による地産地消の住まいづくりの促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

ふるさと越後の家

づくり事業 

品質・性能が明確な越後杉ブラ

ンド認証材（県産スギ製品）を

一定量使用した安全・安心な住

宅の建設に対し，補助します。 

新築・改築・増築 30 万円，さら

に越後杉ブランドの使用量の増

加や，建築主が若者や UIJ ター

ン者の場合は定住促進として 10

万円、または、県産瓦を使用し

た場合に 12、15、20 万円を加算。

(平成 24 年度から) 

・募集期間 

平成 23年 3月 1日～（募

集棟数，または，予算額

に達するまで） 

・募集棟数 

800 棟(うち、定住促進

加算 300 棟、県産瓦加

算 150 棟） 

・事業当初予算 

242,500 千円 

（平成 22 年度繰越

112,500 千円含む）

・募集期間 

平成 23 年 3 月 1 日～平

成 24年 3月 16 日 

・募集棟数 

527 棟(うち、定住促進

加算 179 棟、県産瓦加

算 68棟） 

・事業執行額 

188,200 千円 

（平成 22 年度繰越

112,500 千円含む）

・募集期間 

平成24年3月19日～（募

集棟数，または，予算額

に達するまで） 

・募集棟数 

800 棟(うち、定住促進

加算 300 棟、県産瓦加

算 150 棟） 

・事業当初予算 

242,500 千円 

（平成 23 年度繰越

112,500 千円含む）

新潟県農林

水産部林政

課 
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○都市と田園の共存を図るまちなか（都心）居住についての啓発 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

ホームページ まちなか（都心）居住が，既存

のまちのストックを有効活用

し，田園の保全を促進するなど，

環境にもやさしい側面があるこ

とについて，ホームページ等で

啓発していきます。 

都市と田園の共存を図る

まちなか（都心）居住につ

いての啓発を行います。 

都市と田園の共存を図る

まちなか（都心）居住につ

いての啓発を行いました。

都市と田園の共存を図る

まちなか（都心）居住につ

いての啓発を行います。 

住環境政策

課 

2）建設廃棄物の適正処理・再利用 

○建設廃棄物の適正処理についての普及・啓発 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

建設廃棄物の適正

処理についての普

及・啓発 

「建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律（建設リサイ

クル法）」に基づくパトロールを

実施します。また，パトロール

を行った工事現場から排出され

た廃棄物の再資源化，処分状況

の調査・指導を行います。 

排出事業者から産業廃棄物処理

実績について報告の徴収を行い

ます。併せてホームページ等で

啓発していきます。 

年４回の市内パトロール

を実施する。解体工事の実

施状況に応じ，発生する産

業廃棄物の再資源化に係

る報告を徴収し，報告内容

及び現場での確認状況に

応じ必要な指導を行う。

年 4 回（5、8、10、3 月）

市内の解体工事現場でパ

トロールを実施。解体工事

の実施状況を確認すると

共に，発生した産業廃棄物

の分別及び再資源化等の

状況報告を求め，報告内容

に基づき必要な指導を行

った。 

年３回の市内パトロール

を実施する。解体工事の実

施状況に応じ，発生する産

業廃棄物の再資源化等に

係る報告を徴収し，報告内

容及び現場での確認状況

に応じ必要な指導を行う。

廃棄物対策

課 



37

○住宅建設資材のリサイクルの啓発 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

住宅建設資材のリ

サイクルの啓発 

「建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律（建設リサイ

クル法）」に基づくパトロールを

実施します。また，パトロール

を行った解体工事現場から排出

された廃棄物の再資源化，処分

状況の調査・指導を行います。

併せてホームページ等で啓発し

ていきます。 

年4回の市内パトロールを

実施する。解体工事の実施

状況に応じ，発生する産業

廃棄物の再資源化に係る

報告を徴収し，報告内容及

び現場での確認状況に応

じ必要な指導を行う。 

年 4 回（5、8、10、3 月）

市内の解体工事現場でパ

トロールを実施。解体工事

の実施状況を確認すると

共に，発生した産業廃棄物

の分別及び再資源化等の

状況報告を求め，報告内容

に基づき必要な指導を行

った。 

年３回の市内パトロール

を実施する。解体工事の実

施状況に応じ，発生する産

業廃棄物の再資源化等に

係る報告を徴収し，報告内

容及び現場での確認状況

に応じ必要な指導を行う。

廃棄物対策

課 

住宅建設資材のリ

サイクルの啓発 

資源の有効な利用の確保及び

廃棄物の適正な処理の実施のた

め，平成 14 年 5 月 30 日に施行

された「建設工事に係る資材の

再資源化に関する法律」（建設リ

サイクル法）により，一定規模

以上の建築物の解体，新築・増

築，修繕・模様替工事，その他

工作物に関する工事において，

工事着手前に所定の届出や，特

定の建設資材について分別解体

等が必要となります。これらに

ついてホームページ等で啓発し

ていきます。 

今年度も，対象工事に対す

る届出書を適正に審査し，

住宅建設資材等のリサイ

クルの啓発に努めること

とし，年４回程度関係部署

と連携し，当該現場におい

て適切に廃棄物が分別さ

れているかなどについて

パトロール調査を実施し

ます。 

対象工事に対する届出書

を適正に審査し，住宅建設

資材等のリサイクルの啓

発に努めることとし，年４

回関係部署と連携し，当該

現場において適切に廃棄

物が分別されているかな

どについてパトロール調

査を実施しました。 

今年度も，対象工事に対す

る届出書を適正に審査し，

住宅建設資材等のリサイ

クルの啓発に努めること

とし，年４回程度関係部署

と連携し，当該現場におい

て適切に廃棄物が分別さ

れているかなどについて

パトロール調査を実施し

ます。 

建築行政課
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基本方針④ 地域で支え合う新たな住まいづくり

1）地域で支え合うコミュニティの醸成 

○コレクティブ・ハウジング等，コミュニティを醸成する新しい住まい方の検討と促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちなみ整備なじ

らね協定促進事業 

歴史・文化や自然環境など地域

の「宝」を活かし，独自の魅力

ある街なみ景観づくりを行う地

域コミュニティを支援します。 

まちなみ整備なじらね協

定促進事業を周知し実施

します。 

秋葉区小須戸本町通り周

辺地区を地域認定し，地域

住民で意見交換会を実施

しました。 

秋葉区小須戸本町通り周

辺地区で，3 軒の外観改修

工事を実施予定。中央区古

町８・９番町周辺地区で，

なじらね協定を策定予定

です。 

都市計画課

住まいの情報コー

ナー・ホームペー

ジ 

新しい住まい方の普及に向けた

支援として，新しい住まい方に

関する情報を収集し検討すると

共に，適宜，情報発信します。 

新しい住まい方に関する

情報を収集し、適宜啓発し

ます。

新しい住まい方に関する

情報を収集しました。

新しい住まい方に関する

情報を収集し、適宜啓発し

ます。

住環境政策

課 
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基本目標（3）地域の魅力を活かした良質な住まいづくり 

 基本方針① 地域の特性を活かした住まいづくり

1）地域の魅力を活かした住まいづくり 

○良好な景観形成の誘導による魅力的な住環境の実現 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

(平成18年度まで)

大規模な建築行為

等の届出，都市景

観アドバイザー制

度 

(平成19年度より)

景観計画区域内に

おける行為の届

出，景観アドバイ

ザー制度 

自主条例である新潟市都市景観

条例(旧条例)に基づき，大規模

な建築物や広告物等については

事前に届出を義務づけており，

都市景観アドバイザーの助言を

受け，景観誘導指針に沿った計

画となるよう指導を行ってきま

した。 

平成 19 年度からは，景観法の施

行を受けて策定した新潟市景観

計画及び新潟市景観条例(新条

例)に基づく手続きに移行し，大

規模な建築物や工作物等につい

ては，従前と同様に事前の届出

を義務づけており，景観アドバ

イザーの助言を受け，景観形成

基準に沿った計画となるよう指

導を行います。 

引き続き，景観法及び新条

例に基づく「景観計画区域

内における行為の届出」制

度により，景観形成基準に

沿った助言・指導を行いま

す。 

景観法及び新条例に基づ

く「景観計画区域内におけ

る行為の届出」制度によ

り，景観形成基準に沿った

助言・指導を行いました。

（届出件数：172 件） 

引き続き，景観法及び新条

例に基づく「景観計画区域

内における行為の届出」制

度により，景観形成基準に

沿った助言・指導を行いま

す。 

都市計画課

まちなか環境形成

促進助成 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝに配慮し，周辺の環

境や景観と調和した共同住宅等の

建築物や公開空地等の整備を行う

民間事業を支援することによって，

まちなか環境の向上とまちなかのﾘ

ﾆｭｰｱﾙを促進し，歩いて楽しい賑わ

いのあるまちなかを実現します。 

随時，相談を受け付けま

す。 

相談件数 0件 随時相談を受け付けます。 市街地整備

課 

基本目標（3）地域の魅力を活かした良質な住まいづくり
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちなみ整備なじ

らね協定促進事業 

歴史・文化や自然環境など地域

の「宝」を活かし，独自の魅力

ある街なみ景観づくりを行う地

域コミュニティを支援します。 

まちなみ整備なじらね協

定促進事業を周知し実施

します。 

秋葉区小須戸本町通り周

辺地区を地域認定し，地域

住民で意見交換会を実施

しました。 

秋葉区小須戸本町通り周

辺地区で，3 軒の外観改修

工事を実施予定。中央区古

町８・９番町周辺地区で，

なじらね協定を策定予定

です。 

都市計画課

○住宅地における環境の維持・改善のための地区計画や建築協定，緑地協定等関連制度の活用促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

政令市都市計画推

進事業 

・さわやかトーク宅配便や窓口等

で，地区計画制度の情報を提供し

ます。 

・まちづくり団体や住民等と，ま

ちづくりへの課題について対話を

しながら，解決に向けた技術的な

アドバイスを行います。 

・地区計画の実現に向けた技術的

な支援を行います。 

・地区計画のＰＲを行いま

す。 

・まちづくりに関する相談

等に対し、その解決策に

ついて技術的なアドバイ

スを行います。 

・まちづくりの相談があっ

た地域について、勉強会

を開催し、現在の制限内

容や、課題を解決するた

めの方策等について、意

見交換を行いました。 

・引き続き、まちづくりに

関する相談等に対し、そ

の解決策について技術的

なアドバイスを行いま

す。 

都市計画課

建築協定の活用促

進 

住宅地としての良好な環境や商店

街としての利便をより高度に維

持・増進することを目的として，

地域住民の合意による基準を定め

ることを認める制度であり，その

活用を促進します。 

都市計画課，市街地整備課

等の関係する課と連携を

図り，制度の周知に努め協

定地区の増加に努めます。

なし 都市計画課，市街地整備課

等の関係する課と連携を

図り，制度の周知に努め協

定地区の増加に努めます。

建築行政課
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

緑地協定の活用促

進 

市内にある緑地協定地区におい

て，市では当該地区が緑化に取

り組む意識が高い事を考慮し

て，支援として，市の予算の範

囲内で，樹木の無償配付を行っ

ています。 

・配付する樹木は，緑地協定に

定められたものに限ります。 

・協定に定められていない樹木

は配付できません。 

・道路に面し，そこに植栽する

ものについて対象としていま

す。 

配付 1 敷地につき，緑地協定有

効期間通算して 1回限りです。 

6 地区において,60 件の申

請,1200 本の配布を予定し

ています。また樹木配付時

期は,6 月下旬・10 月下旬

に緑地協定地区のある区

で行います。 

3 地区において，9件，285

本の樹木配布を行いまし

た。 

6 地区において,36 件の申

請,540 本の配布を予定し

ています。また樹木配付時

期は,6 月下旬・10 月下旬

に緑地協定地区のある区

で行います。 

公園水辺課

街なみ環境整備事

業

住民と行政が一体となって，公

共施設の整備や，民間の住宅等

の整備改善（修景）を実施し，

住環境の改善を図り，ゆとりと

潤いのある街づくりを行いま

す。 

新飯田地区 

：民間整備として，住宅等

の整備改善（修景）を 3

件予定しています。 

新飯田地区 

：民間整備として，住宅等

の整備改善（修景）を 2

件実施しました。 

新飯田地区 

：民間整備として，住宅等

の整備改善（修景）を 3

件予定しています。 

南区建設課

 随時，相談を受け付けま

す。 

南区新飯田地区で実施中

の街なみ環境整備事業の

円滑な推進に向け支援し

ます。 

南区新飯田地区で実施中

の街なみ環境整備事業に

おいて，修景施設整備（傾

斜屋根１件，板塀設置１

件）を実施しました。 

随時，相談を受け付けま

す。 

南区新飯田地区で実施中

の街なみ環境整備事業の

円滑な推進に向け支援し

ます。 

住環境政策

課 
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2）市民と協働して行う地域づくりに向けた支援 

○まちづくり推進助成制度の活用促進

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちづくり推進助

成の活用促進 

エリアマネジメントや田園集落

づくり制度及び地区計画、市街

地再開発事業、土地区画整理事

業等の各種制度を活用した地区

レベルでのまちづくりの実現に

向けた初期の段階において、ア

ドバイザー等の派遣や計画策定

などの活動に要した費用の一部

に対して助成を行い、市民が主

体となったまちづくりを推進す

ることにより，良好な都市環境

の形成を図ります。（アドバイザ

ー派遣：年度あたり上限50万円。

2 年を限度。 活動経費助成：1

件あたり上限 300 万円かつ要し

た費用の 1/2 を補助。ただし国

の補助採択を受けて行う事業の

場合は上限 600 万円かつ要した

費用の 2/3 を補助。3年を限度。）

随時相談を受け付けます。

想定利用件数：4件 

岩室温泉地区 

新津駅前地区 

随時相談を受け付けます。

想定利用件数：4件 

市街地整備

課 
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○地域のまちづくりを考えるまちづくり協議会やＮＰＯ活動等との連携 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちづくりを考え

る団体との連携 

地域のまちづくりを考える団体

に対し，コーディネーター派遣

等の支援を行います。地元のま

ちづくりのビジョンづくりを支

援し，協働のまちづくりを促進

します。 

引き続き，地域のまちづく

りを考える団体に対して，

コーディネーター派遣等

の支援を行います。 

平成 23 年度は，万代町通

り，早川堀通り，本町 5番

町，万代シテイなどを予定

しています。 

万代町通り，早川堀通り，

本町 5番町，万代シテイの

4 地区の地元勉強会を支援

しました。 

引き続き，地域のまちづく

りを考える団体に対して，

コーディネーター派遣等

の支援を行います。 

平成 24 年度は，万代町通

り，早川堀通り，本町 5番

町，万代シテイ，古町通 9

番町，西大畑などを予定し

ています。 

中央区建設

課 

(平成18年度まで)

都市景観形成地

区，都市景観形成

推進組織の認定・

支援 

(平成19年度より)

景観形成推進地

区，景観形成推進

組織の認定・支援 

これまで自主条例である新潟市都

市景観条例(旧条例)に基づき，都

市景観形成地区内における一定規

模以上の建築行為や生垣設置等に

ついては，計画の届出を義務づけ，

景観形成指針に沿った計画となる

よう指導を行ってきました。 

平成 19 年度からは，景観法の施行

を受けて策定した新潟市景観計画

及び新潟市景観条例(新条例)に基

づく手続きに移行し，当該地区を

特別区域に指定するとともに，従

前と同様に計画の届出を義務づ

け，景観形成基準に沿った計画と

なるよう指導を行います。 

また，引き続き景観形成推進組織

によるまちづくり活動に対して支

援を行います。

引き続き景観形成推進組

織によるまちづくり活動

に対して支援を行います。

新たに１団体を景観形成

推進組織に認定しました。

景観形成推進組織として

認定された団体によるま

ちづくり活動に対して支

援を行いました。 

引き続き景観形成推進組

織によるまちづくり活動

に対して支援を行います。

都市計画課
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

景観をとおしてま

ちづくりを考える

協議会や NPO との

連携 

景観をとおしてまちづくりを考

える協議会やＮＰＯとの連携に

より，まちづくり情報の収集と

発信を行い，市民主導のまちづ

くりを促進し，新潟らしい景観

の実現を目指します。 

引き続き，新潟市都市景観

形成市民団体連絡協議会

（景観ネット）と連携し，

まちづくり情報の収集と

発信を行います。 

平成 23 年度開港 5 都市景

観まちづくり会議は，１１

月に長崎市で開催される

予定です。 

新潟市都市景観形成市民

団体連絡協議会（景観ネッ

ト）と連携し，まちづくり

情報の収集と発信を行い

ました。 

１１月に長崎市で開催さ

れた開港5都市景観まちづ

くり会議に参加しました。

(行政5名，市民団体16名)

新潟市都市景観形成市民

団体連絡協議会（景観ネッ

ト）と連携し，まちづくり

情報の収集と発信を行い

ました。 

10 月末に，開港 5都市景観

まちづくり会議を新潟市

で開催する予定です。 

都市計画課

市街地再開発組合

等との連携 

地域のまちづくりを考える市街

地再開発組合やまちづくり協議

会，NPO 活動等との連携を図るこ

とにより，地元にとっても，ま

た周辺住民にとってもより良い

まちづくりを推進します。 

随時，相談を受け付けま

す。 

古町通 7番町D地区 

：再開発推進協議会役員会

にオブザーバーとして参加

古町通 7番町D地区 

：再開発準備組合役員会に

オブザーバーとして参加し

ています。 

市街地整備

課 

随時，相談を受け付けま

す。 

随時，相談を受け付けまし

た。 

随時，相談を受け付けま

す。 

新潟駅周辺

整備事務所
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基本方針② 中心市街地の活性化に向けた住まいづくり

1）まちなか（都心）居住の促進 

○まちなか（都心）居住のニーズを満たす共同住宅等の供給促進（再掲） 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちなか再生建築

物等整備事業によ

る供給促進 

まちなか再生建築物等整備事業

の活用を促進し，密集した木造

老朽家屋の共同建替えや商店街

の共同建替え等を促進すること

により，魅力的な住環境の創出

を図ります。 

古町通 5番町地区 

：本体工事に着手しま

す。 

万代 2丁目地区 

：合意形成ができしだい

調査設計計画業務に

着手します。 

古町通 5番町地区 

：事業計画の見直しを行っ

ています。 

万代 2丁目地区 

：合意形成を目指し協議を

重ねています。 

古町通 5番町地区 

：本体工事に着手してお

り、今年度末に竣工予定で

す。 

万代 2丁目地区 

：合意形成ができしだい調

査設計計画業務に着手

します。 

市街地整備

課 

随時，相談を受け付けま

す。 

随時，相談を受け付けまし

た。 

随時，相談を受け付けま

す。 

新潟駅周辺

整備事務所

市街地再開発事業

による供給促進 

市街地再開発事業の活用を促進

し，密集した木造老朽家屋の共

同建替えや商店街の共同建替え

等を促進することにより，魅力

的な住環境の創出を図ります。 

随時，相談を受け付けま

す。 

古町通７番町 D地区 

：再開発推進協議会が発足

し、協議を重ねています。 

古町通７番町 D地区 

：再開発準備組合が発足

し、事業計画の検討を行っ

ています。 

市街地整備

課 

随時，相談を受け付けま

す。 

随時，相談を受け付けまし

た。 

随時，相談を受け付けま

す。 

新潟駅周辺

整備事務所

まちなか環境形成

促進助成による供

給促進 

ユニバーサルデザインに配慮

し，周辺の環境や景観と調和し

た共同住宅等の建築物や公開空

地等の整備を行う民間事業を支

援することによって，まちなか

環境の向上とまちなかのリニュ

ーアルを促進し，歩いて楽しい

賑わいのあるまちなかを実現し

ます。 

随時，相談を受け付けま

す。 

相談件数 0 件 随時相談を受け付けます。 市街地整備

課 
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちなか居住促進

活動助成による供

給促進 

中心市街地内において良好な都

市環境の創出を伴う良質な共同

住宅建設などの事業計画に対

し，基本構想等を作成する費用

の助成を行います。 

随時，相談を受け付けま

す。 

助成制度の周知啓発に努

めます 

費用助成の実績はありま

せん。 

随時，相談を受け付けま

す。 

助成制度の周知啓発に努

めます 

住環境政策

課 

○まちなか居住促進活動助成制度等，関連制度の活用促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちなか居住促進

活動助成等関連制

度の活用促進 

まちなか（都心）居住の促進に

つながる関連制度等について

「住まいのホームページ」等で

情報発信し，その活用を促進し

ていきます。 

まちなか（都心）居住の促

進につながる関連制度の

情報を発信します。 

引き続き、「住まいのホー

ムページ」等で情報発信

し、その活用を促進してい

ます。 

まちなか（都心）居住の促

進につながる関連制度の

情報を発信します。 

住環境政策

課 

○既存オフィスビル等の住宅へのコンバージョン等，既存ストックの活用促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちなか居住促進

活動助成 

中心市街地内において既存オフィ

スビル等の既存ストックを活用

し，良好な都市環境の創出を伴う

良質な共同住宅へのコンバージョ

ン（用途転用）を行うなどの事業

計画に対し，基本構想等を作成す

る費用の助成を行います。 

随時相談を受け付けます。

助成制度の周知啓発に努

めます。

費用助成の実績はありま

せん。

随時相談を受け付けます。

助成制度の周知啓発に努

めます。 

住環境政策

課 
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○建替えが必要な分譲マンションへの支援による建替えの円滑化（再掲） 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

マンション建替え

支援 

建替えが必要な区分所有マンショ

ン（分譲マンション）について，

円滑に建替えが推進されるよう支

援します。 

随時，相談を受け付けま

す。 

相談件数 0 件 随時相談を受け付けます。 市街地整備

課 

2）中心市街地における魅力的な住環境の創出 

○総合設計制度の活用等による，良質な住環境の整備促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちなか再生建築

物等整備事業 

まちなか再生建築物等整備事業

により，総合設計制度を活用し

た良質な住環境の整備を促進

し，中心市街地における魅力的

な住環境の創出を図ります。 

古町通 5番町地区 

：本体工事に着手しま

す。 

万代 2丁目地区 

：合意形成ができしだい

調査設計計画業務に

着手します。 

古町通 5番町地区 

：事業計画の見直しを行っ

ています。 

万代 2丁目地区 

：合意形成を目指し協議を

重ねています。 

古町通 5番町地区 

：本体工事に着手してお

り、今年度末に竣工予定で

す。 

万代 2丁目地区 

：合意形成ができしだい調

査設計計画業務に着手

します。 

市街地整備

課 

随時，相談を受け付けま

す。 

随時，相談を受け付けまし

た。 

随時，相談を受け付けま

す。 

新潟駅周辺

整備事務所
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちなか環境形成

促進助成 

ユニバーサルデザインに配慮

し，周辺の環境や景観と調和し

た共同住宅等の建築物や公開空

地等の整備を行う民間事業を支

援することによって，まちなか

環境の向上とまちなかのリニュ

ーアルを促進し，歩いて楽しい

賑わいのあるまちなかを実現し

ます。 

随時，相談を受け付けま

す。 

相談件数 0 件 随時相談を受け付けます。 市街地整備

課 

総合設計制度 総合設計制度（建築基準法第 59

条の 2）により，市民の憩いの空

間と緑地の確保を目的とした公

開空地を創出し，良質な市街地

の環境改善を図っていきます。 

各建築計画における，総合

設計制度の積極的な活用

への誘導及び同制度の啓

発を行います。 

また，既存の公開空地に

ついても積極的な活用へ

の誘導及び同制度の啓発

を行います。 

平成２３年度の許可件数

は０件でしたが，既存の公

開空地の利用等について

複数の相談がありました。

また，中心市街地における

魅力的な住環境の創出に

積極的に寄与することを

目的に，平成２１年度に制

定した「公開空地の利用の

取扱い（試行）」による申

請が５件ありました。 

各建築計画における，総合

設計制度の積極的な活用

への誘導及び同制度の啓

発を行います。 

また，既存の公開空地に

ついても積極的な活用へ

の誘導及び同制度の啓発

を行います。 

建築行政課

○市街地再開発事業，まちなか再生建築物等整備事業等の活用促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

市街地再開発事業 市街地再開発事業の活用を促進

し，密集した木造老朽家屋の共

同建替えや商店街の共同建替え

等を促進することにより，魅力

的な住環境の創出を図ります。 

随時，相談を受け付けま

す。 

古町通７番町 D地区 

：再開発推進協議会が発足

し、協議を重ねています。 

古町通７番町 D地区 

：再開発準備組合が発足

し、事業計画の検討を行っ

ています。 

市街地整備

課 

随時，相談を受け付けま

す。 

随時，相談を受け付けまし

た。 

随時，相談を受け付けま

す。 

新潟駅周辺

整備事務所
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事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

まちなか再生建築

物等整備事業 

まちなか再生建築物等整備事業

の活用を促進し，密集した木造

老朽家屋の共同建替えや商店街

の共同建替え等を促進すること

により，魅力的な住環境の創出

を図ります。 

古町通 5番町地区 

：本体工事に着手しま

す。 

万代 2丁目地区 

：合意形成ができしだい

調査設計計画業務に

着手します。 

古町通 5番町地区 

：事業計画の見直しを行っ

ています。 

万代 2丁目地区 

：合意形成を目指し協議を

重ねています。 

古町通 5番町地区 

：本体工事に着手してお

り、今年度末に竣工予定で

す。 

万代 2丁目地区 

：合意形成ができしだい調

査設計計画業務に着手

します。 

市街地整備

課 

随時，相談を受け付けま

す。 

随時，相談を受け付けまし

た。 

随時，相談を受け付けま

す。 

新潟駅周辺

整備事務所

○民間活力による市街地のリニューアルの適正な誘導 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

事前相談等による

市街地再開発事業

等への適正な誘導 

市街地再開発事業やまちなか再

生建築物等整備事業の活用を適

正に誘導することにより，中心

市街地における魅力的な住環境

の創出を図っていきます。 

随時，相談を受け付けま

す。 

古町通 7番町D地区 

：再開発推進協議会役員会

にオブザーバーとして参加

古町通 7番町D地区 

：再開発準備組合役員会に

オブザーバーとして参加し

ています。 

市街地整備

課 

随時，相談を受け付けま

す。 

随時，相談を受け付けまし

た。 

随時，相談を受け付けま

す。 

新潟駅周辺

整備事務所
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基本方針③ 農村集落部の既存の魅力を活かした住まいづくり

1）農村集落部における良好な景観・住環境の活用と保全 

○住民の合意に基いた関連制度の活用等，農村集落部の既存の魅力を活かし保全する田園集落づくりの促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

美しい農村づくり

事業 

農村の景観整備として，主に集

落を単位とした事業を行ないま

す。当初は，数年ごとに 1 箇所

の集落をモデルとして選定し，

整備を行う予定です。整備はモ

デル集落の活性化を目標とし，

通りがかる人々が寄り道したく

なるような農村景観を目指しま

す。整備にあたっては，集落内

でワークショップを行いながら

住民の意見を取り入れます。 

西蒲区高畑，北区居山，西

区藤蔵新田において活動

の継続支援およびＰＲ。 

4 地区目の新規モデル地区

として，南区万年において

ワークショップを開催し，

活動内容・ＰＲの検討を行

います。 

平成 23 年度新規モデル 

地区の南区万年において，

住民主体によるワーク 

ショップを行い，次年度 

より実施する集落の景 

観づくりのための活動 

計画を作成した。また， 

北区居山，西区藤蔵新田 

において活動の継続支援 

を行った。 

５地区目の新規モデル地

区として，江南区木津にお

いてワークショップを開

催し，活動内容・ＰＲの検

討を行います。また，北区

居山，西区藤蔵新田，南区

万年において活動の継続

支援及びＰＲを行います。

農村整備課

○既存の景観資源と調和した良好な景観形成等，魅力的な各種事業の展開・促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

美しい農村づくり

事業 

農村の景観整備として，主に集

落を単位とした事業を行いま

す。当初は，数年ごとに 1 箇所

の集落をモデルとして選定し，

整備を行う予定です。整備はモ

デル集落の活性化を目標とし，

通りがかる人々が寄り道したく

なるような農村景観を目指しま

す。整備にあたっては，集落内

でワークショップを行いながら

住民の意見を取り入れます。 

西蒲区高畑，北区居山，西

区藤蔵新田において活動

の継続支援およびＰＲ。 

4 地区目の新規モデル地区

として，南区万年において

ワークショップを開催し，

活動内容・ＰＲの検討を行

います。 

平成 23 年度新規モデル 

地区の南区万年において，

住民主体によるワーク 

ショップを行い，次年度 

より実施する集落の景 

観づくりのための活動 

計画を作成した。また， 

北区居山，西区藤蔵新田 

において活動の継続支援 

を行った。 

５地区目の新規モデル地

区として，江南区木津にお

いてワークショップを開

催し，活動内容・ＰＲの検

討を行います。また，北区

居山，西区藤蔵新田，南区

万年において活動の継続

支援及びＰＲを行います。

農村整備課
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○街なみ環境整備事業の活用推進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

街なみ環境整備事

業 

住民と行政が一体となって，公

共施設の整備や，民間の住宅等

の整備改善（修景）を実施し，

住環境の改善を図り，ゆとりと

潤いのある街づくりを行いま

す。 

新飯田地区 

：民間整備として，住宅等

の整備改善（修景）を 3

件予定しています。 

新飯田地区 

：民間整備として，住宅等

の整備改善（修景）を 2

件実施しました。 

新飯田地区 

：民間整備として，住宅等

の整備改善（修景）を 3

件予定しています。 

南区建設課

随時，相談を受け付けま

す。 

南区新飯田地区で実施中

の街なみ環境整備事業の

円滑な推進に向け支援し

ます。 

南区新飯田地区で実施中

の街なみ環境整備事業に

おいて，修景施設整備（傾

斜屋根１件，板塀設置１

件）を実施しました。 

随時，相談を受け付けま

す。 

南区新飯田地区で実施中

の街なみ環境整備事業の

円滑な推進に向け支援し

ます。 

住環境政策

課 

2）農村集落部における周辺環境と調和のとれた住まいづくり 

○田園集落づくりに調和した優良田園住宅等，農村集落部の既存の魅力を活かし保全する住まいづくりの促進 

事業名等 事業概要 平成 23 年度の実施予定 平成 23 年度の実施状況 平成 24 年度の実施予定 所管課等

政令市都市計画推

進事業 

本施策に該当する事業は，田園

集落ならではの魅力を活かした

住環境の整備や，農村地域のコ

ミュニティ形成による定住人口

の確保を図り，農村地域の活性

化を図ります。 

・田園集落づくり制度の実

現に向けたモデル地区

における勉強会を開催

します。 

・継続の秋葉区大関地区に

加え，新たに江南区の２

地区で，合わせて３回の

勉強会を開催しました。

・南区，西蒲区などの市街

化調整区域で，建物が概

ね 50 戸以上つながって

建っている集落内では

誰でも戸建住宅などを

建てられる開発許可制

度（補完制度）について，

条例化及び全市への適

用に向けた検討を行い

ました。 

・田園集落づくり制度の実

現に向けたモデル地区

における勉強会を開催

します。 

・補完制度の条例化及び全

市への適用に向けた検

討を行います。 

都市計画課
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優良田園住宅 自然的環境の豊かな地域でゆと

りある生活を営むことを求める

田園居住に対するニーズへの対

応にあたり，自然に恵まれたゆ

とりと潤いのある戸建住宅の建

設により，農村集落部の既存の

魅力を活かし保全します。 

全２２区画の内，２１区画
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残１区画が認定を受けて

建築見込み。
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秋葉区建設
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